
１．施設の名称等

２．施設の概要

３．指定管理者の概要
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※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、
「２　施設の概要」の「県予算」の「その他」がある。

５．平成３０年度事業の実施状況・実績の検証

６．令和元年度事業の実施にあたり見直した内容

７．令和元年度事業の評価
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○成果指標である入居率は72.3％となっているが、市営住宅と一緒に公募を行い、公募について広報誌への掲載、市役
所・支 所での掲示など、空家解消に努めている。
○利用者サービス向上のための取組みは特に行われていないが、郵送費を抑えるため入居者への配布物等を訪問配布する
など、コスト削減とともに生活実態やきめ細かな苦情、要望の把握に努力を払っている。
○西海市内の県営住宅の維持管理については、指定管理者である西海市が、近接する市営住宅と一体的に業務を遂行して
おり、入居者への対応等には問題がない。
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（説明）※管理運営の状況や収支の状況の検証結果、成果指標の達成状況等を踏まえて記載
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＜指定管理者実施分＞
　①　入退去関係業務を適切に行う。
　②　修繕に関する業務を適切に行う。
　③　駐車場に関する業務を適切に行う。
　④　敷金の適切な管理を行う。
　⑤　滞納者に指導を行い滞納解消に努める。
　⑥　個人情報の管理を適切に行う。

＜県実施分＞
　①　家賃・入居の決定及び督促を行う。

＜指定管理者実施分＞
　①　公募年12回
　　　　　適切に行われた。
　②　補修件数43件
　　　　　適切に行われた。
　③　適切に行われた。
　④　適切に行われた。
　⑤　適切に行われた。
　⑥　適切に行われた。

＜県実施分＞
　①　家賃徴収率は98.0%と高水準を保っている。
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８．令和２年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止区　　分

（説明：2年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）

○広報活動を積極的に行うとともに、住宅に関する需要と供給のマッチングを希求して空家解消を図り、公的賃貸住宅の
設置目的に沿った公正・公平な管理業務を執行し、入居率の改善に努める必要が認めらる。
○平成２７年度から実施しているアンケートの精度を高めるとともに、配布物の訪問配布等の機会をより一層活用して、
入居者の利便性向上に資する必要が認められる。
○県営住宅の長寿命化計画（計画最終年度：令和７年度）に基づく将来的な移管の実現に向けて、引き続き条件整備や居
住者の理解、協力を得られるよう取り組む必要がある。


